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別紙標準様式（第６条関係） 
 

会 議 録 

 
会 議 の 名 称 令和７年度 第３回 枚方市保健所運営協議会 

開 催 日 時 令和８年（2026年）１月14日（水） 15時00分から 

15時20分まで 

開 催 場 所 枚方市第３分館（旧市民会館）３階第４会議室 

出 席 者 渡邉 一男会長、長谷 晋吾副会長、上羽 敏明副会長 

大町 聡英委員、豊田 久子委員、吉岡 靖啓委員、森 隆裕委員、勝部 信彦

委員、百田 義弘委員、福間 眞智子委員、古満 園美委員、伊藤 高博委員、

草川 晴美委員、甲田 勝康委員、笹田 徹委員（代理）、白石 眞理子委員、

細野 昇委員、木村 剛委員、松田 公志委員 

欠 席 者 大﨑 明信委員、津村 元彦委員 

案 件 名 １．枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画（第２版）【素案】の市民意見聴

取の結果について 

２．枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画（第２版）【案】について 

３．枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画改定に係る答申書【案】について 

提出された資料等の 

名 称 

資料１ 「枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画（第２版）【素案】」につい

ての市民意見聴取について＜結果公表＞（案） 

資料２ 枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画（第２版）【素案からの変更

点】 

資料２－２ 枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画（第２版）【案】 

資料３ 枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について（答申）【案】 

決   定   事   項 〇「新型インフルエンザ等対策行動計画（第２版）（案）」について確認した。 

〇「枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定について（答申）（案）」に

ついて確認した。 

会議の公開、非公開の別 

及 び 非 公 開 の 理 由 

公開 

会議録の公表、非公表

の別及び非公表の理由 

公表 

傍 聴 者 の 数 ０人 

所 管 部 署 

（ 事 務 局 ） 

健康福祉部 健康福祉政策課、危機管理部 危機管理政策課、健康福祉部 保健

所 保健予防課 
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審 議 内 容 

渡邉会長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

渡邉会長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 定刻となりましたので、ただいまより、令和７年度 第３回枚方市保健所運営協議会

を開催いたします。 

 それでは、事務局から、本日の委員の出席状況と傍聴希望者について、 

報告をお願いします。 

 

本日の出席委員は19名であり、枚方市保健所運営協議会条例の規定に基づき、本協議

会が成立していることをご報告申し上げます。 

なお、本日の傍聴者は、おられません。 

 

ありがとうございます。 

それでは、今年度第３回目の開催ですので、早速案件に入りたいと思います。 

案件１「枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画（第２版）【素案】の市民意見聴取

の結果」について、事務局から説明をお願いします。 

 

説明に先立ちまして、本日の資料の確認をさせていただきます。 

 

【資料の確認】 

 

過不足等ございませんでしょうか。 

それでは、案件１「枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画（第２版）【素案】の市

民意見聴取の結果」についてご説明させていただきます。 

資料１をご覧ください。 

枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画（第２版）【素案】について、昨年12月５日

から24日まで市民意見聴取を実施し、２名の方からご意見をいただき、公表意見数も２

件となります。 

今回は、枚方市保健所運営協議会から答申をいただく前の、市民意見聴取として実施

しておりますので、結果公表にあたっては、保健所運営協議会の考え方をお示しします。 

左側の欄に意見の要旨、右側に保健所運営協議会の考え方を記載しています。 

それでは順にご説明いたします。 

１番、「外出の自粛要請は市民の身体機能やメンタルの低下、経済活動の低下につなが

る恐れがあるため、安易に行わないようにした方が良い。 

また、ワクチンや治療薬も市民に細かな成分やリスクを周知した上で、希望者のみに

使用すべき。」 

こちらに対する本協議会の考え方としましては、本計画では、外出の自粛要請等、新

型インフルエンザ等対策を実施するにあたっては、感染拡大防止と社会経済活動のバラ

ンスを踏まえ、市民生活及び市民経済への影響を軽減させることが重要であるとしてお
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渡邉会長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

渡邉会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

り、新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置により生じ得る心身への影響を

考慮し、必要な施策を講ずると記載しています（P.16、P.94）。 

ワクチンや治療薬については、正しい情報に基づいて接種等の判断が行えるよう、国

や大阪府から提供される科学的根拠に基づいた情報を分かりやすく情報提供・共有を行

うことが重要であると考えます（P.66）。 

次に２番、「新型コロナの状態を見る限り、封じ込め自体不可能。感染者を引き離して

もキリが無いなめ、「封じ込め」はできない。」 

こちらに対する本協議会の考え方としましては、本計画では、対策の前段階を「初動

期」、以降を「対応期」とし、対応期を４段階に分けて対策を柔軟に切り替えます。初期

の「封じ込め時期」では、病原体の性状が不明な中、国内外の感染状況を考慮し感染拡

大を抑制します。感染拡大で封じ込め困難時は、医療体制対応可能なレベルまで感染波

を抑え、ワクチンや治療薬の普及を進め、科学的知見に基づき対策を調整します（P.14）。 

封じ込めにより流行のピークを遅らせ、医療体制整備やワクチン準備の時間確保で

ピーク時の患者数と医療負荷を減少。これにより適切な医療提供が可能となり、重症者

と死亡者の減少、市民の生命・健康保護を図ります（P.7）。 

いただいたご意見は以上でございます。 

なお、今回ご意見をいただいたことによる計画（案）の修正はございませんが、「計画

推進で参考とする意見」として取り扱わせていただき、効果的な計画の推進に努めてま

いります。 

また、こちらの結果公表につきましては、本日の会議終了後、２月から市ホームペー

ジにて公開する予定でございます。 

市民意見聴取の結果についての説明は、以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございます。 

確認ですが、こちらの意見と考え方は、ホームページに掲載されるということと、枚

方市保健所運営協議会の考え方に記載されているページ数は、既に行動計画内に記載さ

れている箇所を示しているという認識で良いでしょうか。 

 

左様でございます。 

 

ありがとうございます。 

ただいま説明がありました件について、ご意見、ご質問などがございましたら、お願

いいたします。 

 

【意見なし】 

 

それでは、市民意見聴取の結果につきましては、事務局案のとおりとしてよろしいで
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しょうか。 

 

【意義なし】 

 

ありがとうございます。 

続きまして、案件２「枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画（第２版）【案】」に

ついて、事務局からご説明をお願いします。 

 

それでは、案件２「枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画（第２版）【案】」につ

いてご説明いたします。 

資料２－１をご覧ください。 

今般、計画素案を大阪府に確認いただいたところ、何点かご意見を受けましたので、

その修正箇所について、順にご説明いたします。 

まず、対策項目「情報収集・分析」における初動期及び対応期の「情報収集・分析に

基づくリスク評価」について記載した部分でございます。計画素案では、「市は、府等と

連携して、・・・包括的なリスク評価を行う。リスク評価は準備期に構築した人的・組織

的ネットワークを最大限に活用し国や府等からの情報・・・等の情報収集・分析に基づ

き行う。」としておりましたが、準備期に人的・組織的ネットワークを構築するのは、市

ではなく大阪府と大阪健康安全基盤研究所であるため、主語を追記しております。 

次の対策項目「水際対策」における「対応期」の対応についてです。 

市は、国や府と連携しながら、居宅等待機者等に対して健康観察を実施することにな

りますが、他の新型インフルエンザ等対策の実施により市の体制的に健康観察の実施が

困難になった場合は市に代わって健康観察を実施するよう国に代行要請を行います。素

案では大阪府の計画に記載されている文言のまま、「府等」を「市」に変更すべきところ

変更できていなかったため、記載のとおり修正しております。 

次の対策項目「ワクチン」における「接種記録の管理」や、次の「治療薬・治療法」

における「治療薬の流通管理」、最後の「検査」における「検査体制の拡充」の部分につ

いても大阪府からのご意見により、記載のとおり追記しております。 

変更点は以上でございます。 

なお、これらの修正内容を反映した計画（案）を資料２－２としてお配りしておりま

すので、後ほどご確認いただければと思います。 

説明は以上でございます。 

 

ありがとうございます。 

大阪府からの意見を受けて修正をしたということで、ご意見、ご質問などがございま

したら、お願いいたします。 

 

【意見なし】 
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それでは、計画案につきましては、事務局案のとおりとしてよろしいでしょうか。 

 

【意義なし】 

 

ありがとうございます。 

次に、案件３「枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画改定に係る答申書（案）に

ついて」ですが、計画案としては現時点で最終の形がまとまったところですが、市へ答

申するにあたり、本協議会から留意しておくべき点などをまとめ、「附帯意見」として市

に答申してはどうかと考えております。 

それも踏まえて事務局から説明をお願いします。 

 

案件３「枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画改定に係る答申書（案）について」、

ご説明いたします。 

資料３をご覧ください。 

こちらは、枚方市保健所運営協議会から市にいただく答申書（案）となります。 

「２．枚方市新型インフルエンザ等対策行動計画（第２版）に関する附帯意見」をご

覧ください。 

ただ今、渡邉会長からありましたとおり、計画改定にあたり、留意しておくべき点な

どをまとめております。 

市民の生命や健康、市民生活や市民経済に大きな影響を与える恐れがある幅広い呼吸

器感染症等について、平時から、より万全な体制を整えることで、感染症有事に迅速か

つ機動的に対応できるよう取り組んでいただきたい。その上で、以下の点に十分留意さ

れたい。 

（１）保健所の感染症有事体制の強化をはじめとする全庁的な組織体制の整備を図る

とともに、医療機関等の関係機関との地域連携を強化することで、感染症有事の医療の

確保に向けた体制整備等、地域一体となった感染症対応力の向上を推進していただきた

い。 

（２）本計画改定後も継続して備えの体制を維持・向上させ、平時からの訓練や研修、

啓発活動等の取組を通じて、機運の醸成を図られたい。 

こちらの内容で枚方市保健所運営協議会から市へ答申をいただく予定としておりま

す。 

説明は以上でございます。 

 

ありがとうございました。 

それでは、ただ今事務局から説明がありました内容について、何かご意見、ご質問等

ございませんでしょうか。 
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【意見なし】 

 

 それでは、この案で答申をさせていただくこととします。 

 本日の案件は、これで終了しましたが、事務局から連絡事項等はありますか。 

 

連絡事項を２点お伝えさせていただきます。 

まず１点目は答申についてでございます。 

さきほど、計画案及び答申書案をご確認いただきましたので、本日付で枚方市保健所

運営協議会から答申をいただきたいと思います。本会議終了後、引き続き渡邉会長から

市長へ答申を行っていただく予定となっております。 

次に２点目といたしまして、今後のスケジュールについてですが、新型インフルエン

ザ等対策行動計画改定にかかる本協議会の今年度の開催は本日で最後となります。皆様

にはご多忙の中、会議にご出席くださいまして誠にありがとうございました。 

今後、本日の会議の会議録（案）をメールで送付させていただきますので、引き続き

よろしくお願いいたします。 

また、答申をいただきました計画（案）は、今後、庁内会議を経て３月に計画改定と

なります。その後、印刷・製本された最終の計画を委員の皆様に郵送させていただく予

定ですので、よろしくお願いいたします。 

事務局からは以上でございます。 

 

ありがとうございます。 

事務局からありましたとおり、今年度の保健所運営協議会は本日で最後となります。 

最後に皆様から何かございますか。 

それでは、以上をもちまして、令和７年度 第３回 枚方市保健所運営協議会を終了し

ます。 

ありがとうございました。 

 


